
広
島
県
告
示
第
百
十
六
号 

 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

氏
名
又
は
名
称 

住 
 

所 

所 
 

在 

面

積

（

㎡

）

農
事
組
合
法
人
エ
ヒ
メ
ア

ヤ
メ
の
郷 

三
原
市
沼
田
西
町
惣

定
二
〇
二
六
番
地 

三
原
市
沼
田
西
町
小
原
字
田
口

七
番
一
ほ
か
五
〇
一
筆 

二
一
九
、
三
一

七
．
〇
四 

農
事
組
合
法
人
エ
ヒ
メ
ア

ヤ
メ
の
郷 

三
原
市
沼
田
西
町
惣

定
二
〇
二
六
番
地 

三
原
市
沼
田
西
町
惣
定
字
京
園

二
番
一
ほ
か
三
筆 

一
、
六
四
一 

農
事
組
合
法
人
ア
グ
リ
ン

ク
池
迫 

三
原
市
久
井
町
羽
倉

一
六
六
三
番
地
一 
三
原
市
久
井
町
羽
倉
字
安
農
地

三
〇
五
〇
番
ほ
か
五
六
筆 

八
四
、
五
六
四 

農
事
組
合
法
人
ア
グ
リ
ン

ク
池
迫 

三
原
市
久
井
町
羽
倉

一
六
六
三
番
地
一 

三
原
市
久
井
町
羽
倉
字
荒
瀬
二

六
一
九
番
ほ
か
八
筆 

一
一
、
五
三
三 

農
事
組
合
法
人
よ
い
た
ん

ぼ
原 

三
原
市
久
井
町
羽
倉

二
三
五
四
番
地
一 

三
原
市
久
井
町
羽
倉
字
狐
ケ
城

沖
一
九
七
三
番
ほ
か
九
三
筆 

一
二
五
、
四
四

八
．
三
八 

農
事
組
合
法
人
よ
い
た
ん

ぼ
原 

三
原
市
久
井
町
羽
倉

二
三
五
四
番
地
一 

三
原
市
久
井
町
羽
倉
字
狐
ケ
城

沖
一
九
八
〇
番
一
ほ
か
五
筆 

六
、
六
〇
〇 

ハ
ピ
ネ
ス
農
事
組
合
法
人 

三
原
市
大
和
町
萩
原

一
一
八
五
番
地
八 

三
原
市
大
和
町
萩
原
字
石
原
一

二
五
九
番
一
ほ
か
八
三
筆 

一
四
五
、
二
二

八 

ハ
ピ
ネ
ス
農
事
組
合
法
人 

三
原
市
大
和
町
萩
原

一
一
八
五
番
地
八 

三
原
市
大
和
町
萩
原
字
石
原
一

三
六
六
番 
一
、
三
三
二 

上
田 

義
之 

安
芸
高
田
市
高
宮
町

房
後
五
九
九
番
地 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
船
木
字
石

原
山
三
二
五
七
番
七
六
ほ
か
五

筆 

七
、
二
五
八 

株
式
会
社
羽
佐
竹
農
場 

安
芸
高
田
市
高
宮
町

原
田
一
六
三
八
番
地

一 

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
横
田
字

籏
ケ
迫
九
番
一
ほ
か
六
筆 

一
七
、
六
一
一 

仁
伍 

雅
史 

安
芸
高
田
市
甲
田
町

高
田
原
四
七
四
番
地 

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
字

末
広
一
一
八
五
番
ほ
か
三
筆 

三
、
八
八
四 

市
川 

由
和 

山
県
郡
北
広
島
町
才

乙
三
三
六
番
地 

山
県
郡
北
広
島
町
才
乙
字
鳥
落

一
一
六
二
番
ほ
か
三
筆 

七
、
〇
〇
一 

中
前 

謙
太
郎 

山
県
郡
北
広
島
町
大

塚
二
二
〇
五
番
地 

山
県
郡
北
広
島
町
大
塚
字
岩
崎

二
二
五
五
番
一
ほ
か
三
筆 

三
、
九
九
九 

農
事
組
合
法
人
岩
戸
黒
瀧 

山
県
郡
北
広
島
町
岩

戸
三
〇
〇
一
番
地
一 

山
県
郡
北
広
島
町
岩
戸
字
大
深

一
三
六
三
番
一 

二
、
七
〇
九 

農
事
組
合
法
人
フ
ァ
ー
ム

川
東 

山
県
郡
北
広
島
町
川

東
二
八
五
四
番
地
三 

山
県
郡
北
広
島
町
川
東
字
安
宗

二
一
四
三
番
一
ほ
か
七
筆 

九
、
六
五
一 

農
事
組
合
法
人
別
所
千
坊 

山
県
郡
北
広
島
町
本

地
七
八
三
番
地
二 

山
県
郡
北
広
島
町
有
田
字
中
須

倉
二
六
一
五
番
ほ
か
三
筆 

八
、
三
五
七 

有
限
会
社
北
広
島
町
農
林

建
公
社 

山
県
郡
北
広
島
町
春

木
二
九
六
番
地 

山
県
郡
北
広
島
町
今
田
字
森
原

二
八
六
六
番
ほ
か
一
〇
筆 

一
五
、
八
二
七 

神
川 

智
樹 

山
県
郡
北
広
島
町
今

吉
田
一
〇
七
三
〇
番

地 

山
県
郡
北
広
島
町
今
吉
田
字
水

井
手
八
八
二
番
ほ
か
二
筆 

五
、
〇
五
一 



 

向
井 

大
士 

山
県
郡
北
広
島
町
今

吉
田
一
六
七
六
番
地

二 

山
県
郡
北
広
島
町
今
吉
田
字
久

保
一
九
八
四
番
ほ
か
三
筆 

一
〇
、
三
〇
八 

藤
原 
俊
二 

山
県
郡
北
広
島
町
東

八
幡
原
八
八
六
番
地

五 

山
県
郡
北
広
島
町
西
八
幡
原
字

三
島
郷
一
〇
四
〇
番
一
ほ
か
四

筆 

一
〇
、
五
二
四 

石
橋 

富
夫 

山
県
郡
北
広
島
町
大

塚
二
三
〇
九
番
地 

山
県
郡
北
広
島
町
大
塚
字
宇
才

谷
二
六
番
ほ
か
六
筆 

一
五
、
四
六
八 

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム
寒
曳 

山
県
郡
北
広
島
町
大

朝
一
五
八
番
地
一 

山
県
郡
北
広
島
町
大
塚
字
丸
山

一
八
一
四
番
一
ほ
か
三
筆 

八
、
五
九
五 

中
谷 

均 
山
県
郡
北
広
島
町
都

志
見
七
四
四
番
地
二 

山
県
郡
北
広
島
町
戸
谷
字
上
堤

一
三
一
八
番
ほ
か
六
筆 

七
、
五
三
五 

角
甲 

正
行 

山
県
郡
北
広
島
町
大

塚
一
〇
二
四
番
地
一 

山
県
郡
北
広
島
町
大
塚
字
下
郷

九
二
四
番
ほ
か
九
筆 

一
五
、
七
九
二 

農
事
組
合
法
人
ほ
よ
ば
ら 

山
県
郡
北
広
島
町
丁

保
余
原
五
八
一
番
地 

山
県
郡
北
広
島
町
丁
保
余
原
字

寄
重
九
九
九
番 

二
、
九
四
五 

農
事
組
合
法
人
ふ
ぁ
ー
む

賀
茂 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

賀
茂
一
二
八
六
番
地

一 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
賀
茂
字
伊

尾
免
二
三
六
一
番
ほ
か
一
〇
筆 

二
六
、
一
二
二 

農
事
組
合
法
人
せ
ら
青
近 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

青
近
一
二
九
六
番
地 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
青
近
字
乙

丸
一
二
〇
四
番
一
ほ
か
一
〇
筆 

一
五
、
一
二
八 

農
事
組
合
法
人
く
ろ
ぶ
ち 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

黒
渕
四
七
一
番
地
一 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
黒
渕
字
後

口
迫
四
二
三
番
ほ
か
一
筆 

二
、
五
〇
一 

農
事
組
合
法
人
穂
Ｍ
Ｉ
Ｎ

Ｏ
Ｒ
Ｉ 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

下
津
田
二
三
七
〇
番

地 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
下
津
田
字

落
雁
七
七
九
番
二
ほ
か
一
六
筆 

二
三
、
八
六
二 

農
事
組
合
法
人
京
丸
フ
ァ

ー
ム
セ
ラ 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

京
丸
三
九
五
番
地 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
京
丸
字
槇

ケ
坪
一
六
四
番
一
ほ
か
三
一
筆 
五
三
、
一
九
九 

農
事
組
合
法
人
風
舎 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

西
神
崎
七
三
七
番
地 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
小
世
良
字

大
谷
一
七
五
番
三
ほ
か
七
二
筆 

九
〇
、
〇
八
一 

二 

認
可
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日 

   


